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H25.1.10 全体会 

条例づくり分科会（A・B・C）取りまとめ（案）に対する質疑応答集 

1. A 分科会（議会） 

対象箇所 発言要旨 回答要旨 

全般 「住民参加」や「住民の責務」な

ど、「住民」という言葉が使われて

いる。 

C 分科会では「市民」という表現

を用いている。全体を見るとどちら

かに統一する必要があるように思

う。 

取りまとめ案を見ると、「住民」

にしなくても、「市民」でもいい部

分があるように思う。 

地方自治法では「住民」という言

葉を使っている。 

選挙や傍聴など、議会に関係する

直接の対象者は「住民」という表現

を用いている。 

全般 C 分科会でも検討中であるが、市

民は「市の区域内に居住し、通勤し、

または通学する個人及び市の区域

内において事業または活動を行う

個人または法人その他の団体」と定

義する案がある。 

「市民」と「住民」がどう違うか

については議論が必要。 

議会に対して権利を行使するこ

とができるのは住民だけである。 

住民参加 国会でも参考人招致のように、い

ろいろな活動をしている NPO など

を呼んで議員の前で意見を発表し、

それに基づいて議員が知識を高め

るという機会がある。 

「議員は市民、地域活動団体、

NPO 等との意見交換の場を設け

る」というような項目を設けられな

いか。 

自治基本条例では地域活動団体

や NPO の活動が重要な位置を占め

ることになる。議員がそれらを知ら

ないでは進むものも進まないので

はないか。 

案には入っていないが、必要であ

れば加えてもいいと思う。積極的に

考えていきたい。 

議会の権限で参考人を招いて意

見を聴くことができるように法で

も決められている。 
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議員の責務 そもそも自治基本条例は住民の

ためのものである。 

そこを掘り下げると、高齢化や尐

子化、まちづくり、教育や子育てな

どのいろいろな問題がある中で、住

民一人ひとりに課題がある。議会が

目指すところは住民一人ひとりの

課題を集約する機能にある。 

かつての国主導の時代では国が

予算を立て、条例の見本を示して自

治体に条例をつくらせた。結果的に

は日本全国にみんな同じようなも

のができた。 

これからの時代は日本全国一律

ではない。茂原市は茂原市の個性あ

るものでなくてはならないと思う。 

10 年前くらいから地方の時代と

よく言われるが、茂原市において

「地方の時代」とは何かというと、

市の庁舎があるところが中央であ

り、昭和の旧合併前の町村が地方と

位置づけられるのではないか。 

そのような視点で見たときに、本

納のまちづくりについて主体的に

考える部署が本納支所の中にはな

い。そういう時代ではない。 

主体性を持って取り組む主体に

は NPO や市民団体などがあるが、

そのようなところを発見する役割

が議員にはあるのではないか。 

個々の議員は自分の地域のこと

をいろいろ知っているが、他の地域

にも共通する課題があるかもしれ

ない。 

議員には強力な調査活動が必要

である。いろいろな議員の話を聞い

ていても、自分で時間を割いて調査

議員は選挙で選ばれ、議会で活動

しているが、実際に市町村で問題が

起きている場合を見ると、直接住民

の意思を問う必要がある場合が出

ている。住民投票は最新の住民の総

意を確認できるという点がある。 

議員もさまざまな活動をしてい

るが、必ずしも住民の意思と 100%

一致するわけではない。そのような

意味でも、住民の意思を直接問う機

会を設けておくのは必要ではない

かと思う。 
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活動をしているという話はあまり

聞かない。自分が住んでいる地域の

課題が他の地域にも共通するかも

しれないという認識を持っている

議員も聞いたことがない。 

議員の調査活動をもっと前面に

出してもいいのではないか。 

議員の責務 

住民投票 

「議員の責務」に住民との意見交

換や活動報告会についての記述が

あるが、それと住民投票の内容がほ

とんど同じような気がする。 

議員のやっていることで十分で

あり、あえて住民投票は必要ないの

ではないか。 

 

条例の実効性

の確保 

「評価のための独立した委員会

を設置する」とあるが、自治基本条

例ができれば議会にも自浄作用が

あると思う。我々が選んだ議員であ

り、それを信用してこのような文章

は不要ではないか。 

当該項目は条例についてどう実

効性を担保していくかを記述して

いるものであり、議会について記述

しているものではない。 

実行していく中でいろいろな問

題が発生するであろうから、それを

処理していくための組織として委

員会を設けるという趣旨である。 

住民投票 他の自治基本条例を見ると、市民

サイドから重要な問題について、例

えば有権者の 1/50 の署名で住民投

票を実施できるなどの条文がある。 

今回の文面を見ると行政サイド

からの実施と見えてしまう。 

市民サイドからの実施要求につ

いてはどう考えているか。 

現在の議会制度の中でも、有権者

の 1/50 の署名を添えて、住民から

住民投票条例の制定要求を執行部

に対して行うことができる。 

住民投票の項目はこれで十分で

あるとは思っていない。他の分科会

で議論している内容を含めて、合わ

せて一つのものにしていく必要が

あると考えている。 
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2. B 分科会（行政） 

対象箇所 発言要旨 回答の概要 

市長の役割・

責務 

女性の登用について、女性をこと

さら強調するのは逆差別になるの

ではないか。能力本位であれば、男

性・女性という必要はないのではな

いか。 

男女平等であれば、「女性を」と

いう文言は不要ではないか。 

女性幹部の登用については、結

婚・出産などで管理職に慣れるきっ

かけが尐ないという意見が出た。 

環境を整えることで、チャンスを

男女平等にして、管理職に登用でき

るようにするものである。 

男女平等が定着すれば、そのよう

な文言は削除してもかまわないが、

定着するまでのしばらくの間は、意

識を高めるために入れておいても

いいのではないか。部長職に女性が

いないということもあり、定着する

までの間は必要ではないか。 

自治基本条例はどんどん改定し

ていくものであり、今回はこのよう

な項目を入れておくが、根付いたら

削除してもいいのではないか。 

職員の役割・

責務 

「市の職員採用にあたって、公正

明朗にする」という文言を入れてい

ただきたい。コネで入ったとか、議

員の紹介で入ったとか、お金を積ん

で入ったなどの噂を聴く。公正明朗

に、能力本位で採用するという文章

を入れていただきたい。 

持ち帰って検討したい。 

能力至上主義で職員を採用する

ことが市にとってプラスになる。 

職員の役割・

責務 

C分科会では市民参加によるまち

づくり、市民自治により茂原のまち

が良くなっていくということが自

治基本条例の基本であると考えて

おり、まちづくりという言葉を使い

たい。どこに使うかはお任せする

が、「職員はまちづくりの主役が市

民であることを理解し、市民ととも

にまちづくりのための意欲を持っ

て職務にあたります」というような

文言を入れてはどうか。 

C分科会の内容と詰める必要があ

ると思う。 

まちづくりの主役は市民であり、

市民と職員が協働することが求め

られると思う。 

職員も市民との接点を大切にし、

市民の視点に立った行政サービス

の提供が今後求められるものであ

ると考える。 
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職員の役割・

責務 

職員の役割・責務の 2 番目の項目

に地域の実情の把握とあるが、C 分

科会では「地域におけるまちづく

り」という条項を設けており、職員

が積極的に地域に入っていくもの

としている。 

「職員は、必要な行政サービス維

持のため、市民との接点を大切に

し」という文章の後に、「市民の視

点に立った職務を遂行するととも

に、市民の一員としてまちづくりに

積極的に参加することに努めます」

というような表現を入れてもらい

たい。 

地域のまちづくりについて検討

する中で、職員がそのようにしっか

り考えてくれないと困る。 

 

全般 長生地域には 7 市町村がある。茂

原市の行政上の課題や住民サービ

スを考える上では、近隣の 6 町村と

どう連携していくかが重要である。 

このことについて、一言入れてお

く必要があると思う。 

長生郡市は2度の合併検討の経緯

もあり、連携している。広域市町村

圏組合もあるので、自治基本条例の

中でも広域行政についての文言を

入れる必要があるかもしれない。検

討したい。 

市長の役割・

責務 

職員の増減が「税収に沿って」と

されているが、市の税収は経済情勢

によって大きく増減する。それに合

わせて職員を増減するとなると、か

なり厳しいので、「財政状況に応じ

て」などの表現が良いのではない

か。 

必要なところには必要な職員を

充てることが大原則だと思うので、

財政状況や職務に応じて職員の増

減を行う必要があると思う。 
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市長の役割・

責務 

「月に1回市民との対話の日とす

る」と断定の形になっている。市長

が市民との対話をするのは結構な

ことであるが、月に 1 回オープンに

して対話の日とするというのはか

なり具体的すぎる気がする。趣旨は

いいのであるが、もう尐しぼかして

書いてもいいのではないか。 

自治基本条例であまりに具体的

すぎると、後で議会の標的となりか

ねない。将来の市長の考えもあろう

かと思うので、対話を推進するとい

う趣旨を生かして文言を検討して

いただきたい。 

具体的すぎたかもしれないので、

分科会に持ち帰って検討したい。 

市長の役割・

責務 

役所の中の組織の改革がとても

大事だと思う。「新しいことに挑戦

できる組織づくり」とあるが、「市

民の立場に立った効率的・効果的な

組織運用」など、市民が利用しやす

いサービスの提供の仕方が必要で

ある。市民の立場に立った組織づく

りをぜひ考えていただきたい。 

職場の中で職員が自発的にボト

ムアップで意見を言えるような組

織づくりが重要かと思う。 

市民と直接対話するのは下の立

場の人間であるので、市民からの要

望を受けて提案することができる

組織づくり・環境づくりが必要であ

ると思う。文言については別途まと

めていきたい。 

市長の役割・

責務 

ボトムアップも大事だが、縦割り

行政を横に連携するという組織づ

くりが重要である・ 

 

市長の役割・

責務 

職員の育成についてもとても重

要な部分である。 

「職員個々に合わせた教育」とあ

るが、どういうことを言っているの

かよくわからない。 

「職員個々」というのは職域ごと

ということか。この表現では個人と

いう捉え方になってしまうと思う。 

職員もさまざまいるので、保健師

や社会福祉士、土木職や生活保護の

ケースワーカーなどがいる。そのよ

うな専門知識を高められるような

研修や、資格取得の後押しが必要だ

と思う。 
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市長の役割・

責務 

「行政」をどう区分けするか。市

長と職員しかないが、「組織」が入

っていない。行政の範囲、区分をど

う考えているか。この案では市長と

職員だけが行政になっているよう

に見えるが、「組織」を入れるべき。

それを入れることで内容が広がる

し、濃くなると思う。 

組織は職員を生かすために必要

なものであり、分科会で検討した

い。 

市長の役割・

責務 

「機関としての市長」と「市長と

いう職務」が混在している。きちん

と分けて記述する必要がある。 

 

市長の役割・

責務 

市民参加を重視しており、A 分科

会では議会においても情報公開を

せよと求めている。 

組織体としての行政についても、

いま確かに情報公開条例はあるが、

それを自治基本条例としてきちん

と位置づける必要があるのででは

ないか。 

行政が持っている情報が公開さ

れない限り、市民参加は困難な状況

にある。情報をすみやかに公表する

体制を条例の中に入れていただき

たい。 

情報公開をすることで、市民参加

のための根城になる。分科会で検討

したい。 

市長の役割・

責務 

行政がどうあるべきかについて、

市長と職員の役割という観点から

表現されているが、行政として市民

参加を促すべきという切り口があ

ってもいいのではないか。 

 

市長の役割・

責務 

5 項目中 3 つは職員のことが書か

れている。市長はもっとやらなけれ

ばいけないことがたくさんあるの

ではないかと考えてしまう。 

市長の項目には「最小限の費用で

最大限の効果」や「市民参加をどう

するか」について記述すべきではな

いか。 
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市長の役割・

責務 

「市民のニーズを的確に把握す

る」とあるが、具体的な手法として

はどのようなことをイメージして

いるか。 

「市民との対話」で把握する必要

があると考える。 

市長の役割・

責務 

市長への手紙や市長と話し合う

会の制度があるが、具体的に記述す

べき。 

関谷先生も具体性のない項目は

実効性がないという話をしていた。 

市民ニーズを的確に把握するた

めの方法として市長への手紙や市

長と話し合う会があるということ

を具体的にしないと水準が落ちて

しまうと関谷先生も最初の段階で

話していたかと思うので、検討した

い。 
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3. C 分科会（地域自治・市民） 

対象箇所 発言要旨 回答の概要 

地域における

まちづくり 

提言の理由に「小学校区を原則と

して地域まちづくり協議会を設置

する」とあるが、違和感を覚える。

小学校区単位でいいのかどうか。 

茂原市は旧茂原町と東郷・二宮・

豊田・五郷・鶴枝の地域が合併して

できあがっており、地域コミュニテ

ィなども旧町村単位の運営がいま

だになされている部分が大きい。 

小学校区はただ単に教育委員会

が規模に応じて区域を分けている

だけであり、かつての町村単位を分

断している。 

五郷地区の場合などは、旧の単位

で行事などがうまくいっていたも

のが、学校区の単位に分けられたた

めに、地域の運営が逆にうまくいか

なくなってしまった。何を基準に地

域コミュニティを動かすのかは単

純にはいかず、単に小学校区単位で

はなくもっと地域の実情に応じた

分け方をすればいいのではないか。 

茂原小学校区と西小学校区を見

ても、毎年茂原小学校区がどんどん

拡がっているような状況である。学

校区を単位にするのではなく、もっ

と違った基準で分けた方がいいの

ではないか。地域の実情からいえ

ば、茂原の中心街と旧の農村部では

実情が全く異なる。ただ単に小学校

区で分ければいいというものでは

ない。 

小学校区単位としたのは、千葉県

が県下全体で設置を奨励した地域

福祉フォーラムが社会福祉協議会

を中心に進められており、すでに 13

地区の小学校区単位で設置されて

いることに鑑みてのものである。そ

れをもっと活用できないかと考え

て盛り込んだもの。 

しかしながら、地域包括支援セン

ターが4つの区域に設置することと

しているように、これから条例をつ

くる上でよく検討する必要がある

と思う。 

理想としては細かくやったほう

がいいかもしれないが、最初はやは

り大きい地区がいいのかもしれな

い。 

私見であるが、地域包括支援セン

ターが高齢化を迎える中で必要で

あるので、その関連からしても、地

域ごとにきちんとしたものをつく

っておくことが必要であると思う。 

小学校区単位が最良であるとは

思っていない。検討したい。 

分科会でもこのことについては

かなりの議論になった。「原則とし

て」とした理由はそこにある。自治

会によっては自分たちの意思で学

区を選択できるところもあるので、

若干ぼかした表現にした面もある。

もっと議論が必要な部分であるが、

条文案にするためにはこのように

するしかなかったのが実情。 
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全般 個人的な見解だとは思うが、いま

長生郡市内で一番元気なのは白子

町ではないかと思う。 

白子町には漁業があり、米づくり

があり、花卉園芸があり、スポーツ

がある。いろいろな行事が議会や役

場を中心に集まって議論して実施

されており、勢いがあるまちに思え

る。これが我々の目指すまちづくり

の一つの望ましい姿ではないか。 

同じことが茂原市にできるかと

いえば立地条件などの事情が違う

と思うが、そのような視点を持つ必

要がある。小学校区を起点とした福

祉フォーラムという視点も大事で

あるが、産業やそれにもとづく文化

からまちづくりの勢いが生まれて

くる。小学校区以外の視点も重要で

ある。 

まちづくりの中では、文化という

面も大きいと思う。茂原市には映画

館がなくなってしまった。ではどう

するのか、このままでいいのかと考

えたときに、自治基本条例の中で文

化のことを考えてもいいかもしれ

ない。入れられるかどうか検討した

い。 

全般 「まちづくり」という表現が多く

出てくるが、どんなまちをつくるの

かということが全くない。 

白子町の話も出て、そういうまち

づくりということであれば具体的

に思い描けるのであるが、ここに書

かれているまちづくりとはどんな

ことを考えているのか。 

ボランティアに携わる者として

は、行政にできないことを手伝って

いるのであるが、矢祭町のような例

もある。 

どんなまちをつくるのか。小学校

区単位のまちづくりとは何か。 

目指すべきまちづくりは、前文に

入れるべきであるかもしれない。 
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全般 自治基本条例はまちをよくする

ものであり、A 分科会の議会や B 分

科会の行政についてはそれらの面

からまちをよくするという視点で

書かれている。 

同じまちづくりであっても、C 分

科会のまちづくりは A・B 分科会の

それとはグレードが違う。 

C分科会では市民自治という観点

からどんなまちにしたいかという

ことについて記述している。 

全般 C 分科会の全体像を初めて見た

が、文章としてよく出来過ぎてい

て、理由のところに書いてあること

がいっしょにならないと、提言だけ

見るとあまりにも抽象的すぎる。 

理由のところに書かれているこ

とをもう尐し本文の方に入れない

と、茂原のまちづくりという視点が

どこにも見当たらないような気が

する。 

あまりにもきれいすぎて、残るも

のが尐ないような印象を受ける。 

私もそう思うが、あまり具体的す

ぎるのもどうかと思い、ここから枝

葉を付けて条例をつくっていけれ

ばという考えでこのような形にま

とめた。 

ここからもっと入っていけばよ

いと思っていたが、持ち帰って分科

会メンバーで相談したい。 

 


